
短期入所生活介護重要事項説明書 

〈令和６年４月１日現在〉 

 

１． 当事業所が、提供するサ－ビスについての相談窓口 

電  話   ０４７１－６０－６８００ 

担  当   遠藤 拓己 

責任者  古家 康隆 

※ ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２． ショートステイサ－ビス沼風苑の概要 

（１） 提供できるサ－ビスの種類と地域 

名 称 
ショートステイサ－ビス沼風苑 

ショートステイサ－ビス沼風苑新館 

所在地 千葉県柏市箕輪５８５番地 

介護保険指定番号 
ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ沼風苑  （１２７２２０４８０９） 

ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ沼風苑新館（１２７２２０４８１７） 

サ－ビスを提供する 

対象地域  ※ 

柏市、我孫子市、野田市、松戸市、印西市、 

鎌ヶ谷市、白井市 

※ 上記地域以外の方でもご希望の方は，ご相談ください。 

※ ショートステイサービス沼風苑新館は空床のみのご利用となります。 

 

（２） ショートステイサ－ビス沼風苑の職員体制 （ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ沼風苑新館を除く） 

 資  格 常  勤 非 常 勤 計 

管 理 者  １名  １名 

生活相談員  １名  １名 

機能訓練指導員 理学療法士等 1名 １名 ２名 

事務職員  ５名  ５名 

看護職員 

介護職員 

看護師 ２名  ２名 

准看護師 ３名 ２名 ５名 

介護職員 ２２名 ６名 ２８名 

 

（３）ショートステイサ－ビス沼風苑の設備の概要（ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ沼風苑新館を除く） 

定  員 １２名 静 養 室 １室  ３床 

居  室 ４人部屋 42.6㎡ 
医 務 室 １室 

食   堂 １室 

浴  室 一般浴槽・特別浴槽 
機能訓練室 １室 

  

 



３． サ－ビス内容 

在宅の虚弱・寝たきり・痴呆のある高齢者をショートステイサ－ビスに送迎して、日常動作訓練

や入浴・給食等各種のサ－ビスを提供し、高齢者の心身機能の維持向上を図るとともに、併せて家

族の身体的・精神的負担の軽減を図ることが目的です。 

① 送 迎    ： 自宅からショートステイサ－ビスまでの間の送り迎えをします。 

② 食 事    ： 朝食 7：00～8：30  昼食 12：00～13：00  夕食 18：00～19：00 

③ 入 浴    ： 見守り、または介助し、安全に入浴を提供します。 

④ 健康チェック  ： その日の体温、血圧等のチェックをし体調の確認をおこないます。 

⑤ レクリエ‐ション： 不定期に実施します。 

⑥ 生活相談    ： 介護に関する相談、各種福祉サ－ビスの申請受付、介護機器の紹介等。 

⑦ その他 

４． 料金 

（１）利用料金 

①基本料金  （  ）内の単位数、金額はユニット型個室利用の場合 

 介護保険適用 介護保険適用外 

要介護度 単位数 
介護職員 

処遇改善加算 
単位数合計 滞在費 食費 

１ 
６３７ 

（７１６）    

８９ 

（１００）    

７２６ 

（８１６） 

８９０円 

（２３５０円） 

朝食３５０円 

昼食６００円 

夕食５５０円 

おやつ１２０円 

２ 
７０６ 

（７８４） 

９８ 

（１０９）    

８０４ 

（８９３） 

３ 
７７９ 

（８５９） 

１０９ 

（１２０）    

８８８ 

（９７９） 

４ 
８４９ 

（９３０） 

１１８ 

（１３０）    

９６７ 

（１０６０） 

５ 
９１８ 

（９９９） 

１２８ 

（１３９）    

１０４６ 

（１１３８） 

    ※ サービス提供体制強化加算２２単位を含みます。 

    ※ 機能訓練指導体制加算１２単位（ユニット型個室利用の場合を除く。）を含みます。 

    ※ 空床利用又はユニット型個室利用の場合、看護体制加算が１２単位加算されます。 

   【料金計算方法】 

    Ａ．（単位数合計×日数×10.33円）－（単位数合計×日数×10.33円×90・80・70％） 

    Ｂ．（滞在費×日数）＋（食費）            

  Ａ＋Ｂ＝利用者負担額  

※ 滞在費及び食費については、減額される場合があります。詳しくは担当者までお問 

 い合わせください。       

②送迎費用  片道１回につき表の単位数合計に１８４単位加算されます。 

   ③その他の料金  行事参加費、理美容費等は別途料金がかかります。また記録の複写物 

           に関しては、1枚あたり１０円の料金がかかります。 



（２）支払方法 

毎月、１０日前後に前月分の請求をいたしますので、月末までにお支払い下さい。お支払いい 

ただきますと、領収書を発行します。お支払い方法は，銀行振込、現金集金の２通りの中からご

契約の際に選べます。 

 

５．利用手続き 

 （１）利用手続き 

 ① 要介護認定を受けた方で、利用を希望する場合は、電話等で連絡をとっていただきます。 

 ② 利用が決定した場合、契約を締結していただきますが、契約の有効期間は要介護認定の有

効期間とします。ただし、利用要件を満たしている場合は、自動的に更新できます。 

※ 詳細については、担当者にお尋ねください。 

（２）契約の自動終了 

  以下の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

 ① 他の介護保険施設等に入所した場合 

 ② お客様の死亡、又は被保険者資格を喪失した場合  

（３）その他 

お客様がサービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかか 

わらず１０日以内に支払われない場合、又はお客様が当施設や当施設の従業者、他の利用者に対 

して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、契約を終了させていただく場合があり 

ます。その場合は、事前に文書で通知いたします。 

 

６．当ショートステイサ－ビスの特徴等 

（１）運営の方針 

   ① 接遇 

    「優しい心」「思いやり」「豊かな心」をもち、人としての尊厳の保持にふさわしい対応に努

めていく。 

   ② 信頼されるケア 

   ニーズには速やかな対応を心掛けるとともに、納得のいく対話、対応をする。 

 ③ 無差別平等なケア 

   一人ひとりの状況に応じた援助を提供していく。 

 （２）サ－ビス利用のために 

事   項 有  無 備   考 

男性介護職員の有無 ○  

職員への研修の実施 ○  

 



（３）サ－ビス利用に当たっての留意事項 

・送迎時間の連絡 

・体調確認 

・体調不良等によるサ－ビスの中止、変更 

・食事のキャンセル 

・時間変更 

・設備、器具の利用 

７．緊急時の対応方法 

サ－ビスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 
主治医氏名  

連 絡 先  

ご家族 
氏    名  

連 絡 先  

居宅介護支援事業者 
氏    名  

連 絡 先  

８．非常災害対策 

① 災害時の対応  安全確保のうえ、避難誘導 

② 防災設備    スプリンクラー、屋内消火栓、消火器等完備 

③ 防災訓練    年間３回以上実施 

④ 防火責任者   古家 康隆 

９．サービス内容に関する相談・苦情 

① ご利用者相談・苦情担当 

   受付担当  遠藤 拓己  電話０４－７１６０－６８００ 

   責任者   古家 康隆 

② その他 

当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

市町村名： 柏市 保健福祉部 高齢者支援課   電話 ０４－７１６７－１１１１   

その他の窓口： 千葉県国民健康保険団体連合会    電話 ０４３－２５４－７４０９   

１０．当施設の概要 

・名称・法人種別      社会福祉法人 沼風会 

      ・代表者職・氏名      理事長 井手口 礼子        

・本部所在地・電話番号   千葉県柏市箕輪５８５番地 ０４－７１６０－６８００ 

      ・定款の目的に定めた事業    （１）第一種社会福祉事業 

                  （イ）特別養護老人ホームの経営  

 



                 （２）第二種社会福祉事業 

              （イ）老人デイサービスセンターの経営 

              （ロ）老人短期入所事業の経営 

              （ハ）老人介護支援センターの経営 

              （ニ）認知症対応型共同生活援助事業の経営 

             （３）公益事業 

              （１）居宅介護支援事業 

・施設・拠点等       ① 特別養護老人ホーム              ２ヶ所 

                 ② 通所介護            １ヶ所 

                 ③ 短期入所生活介護        ２ヶ所 

                 ④ 在宅介護支援センター          １ヶ所 

⑤ 認知症対応型共同生活援助事業    １ヶ所   

⑥ 居宅介護支援事業            １ヶ所 

 

 

                                                    令和      年      月      日 

 

短期入所生活介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を 

説明しました。 

事業者 

                                   所在地  千葉県柏市箕輪５８５番地 

                                   名  称  社会福祉法人 沼風会 

                       ショートステイサ－ビス沼風苑 

                       ショートステイサ－ビス沼風苑新館 

説明者 

                                   氏  名                                  印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から短期入所生活介護についての重要事項の説明をうけま

した。 

                              利用者 

                                   住  所 

                                   氏  名                                  印 

                              代理人 

                                   住  所 

                                   氏  名                                  印 

 


